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「瑞穂総合支所火災避難訓練」の実施について 

 

 

１．目 的   消防法施行令第４条並びに雲仙市瑞穂総合支所消防計画に基づき、

瑞穂総合支所勤務者の消火及び避難の訓練を実施し、災害時におけ

る初期消火、来庁者や職員の安全確保及び被害拡大の防止を図る。 

 

２．期 日  令和２年１１月２５日（水）午後４時から 

 

３．場 所  雲仙市瑞穂町 雲仙市瑞穂総合支所 

 

４．参加者  原則として瑞穂総合支所職員全員とするが、勤務への影響を考慮し

て窓口業務を除く。また、来庁者にも協力を要請する（※来庁者は

避難させない）。 

 

５．内 容   午後４時に瑞穂総合支所内で火災が発生したと想定して、下記の

訓練を実施する。 

       ・通報連絡訓練 

       ・避難誘導訓練 

       ・初期消火訓練 
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